
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

耐震診断義務付け道路 （令和２年４月１日 群馬県指定） 

対象建築物の要件 

前面道路よりも建築物の敷地が低い場合、以下のと

おり道路と敷地の高低差分の距離を緩和します。 緩 和 １ 緩 和 ２ 

耐震診断義務付け道路の沿道建築物で、次の➀及び➁を満たすもの 

  ➀ 昭和５６年５月３１日以前の旧耐震基準で建築された建築物 

  ➁ 前面道路に対し一定の高さを超える建築物（下図参照） 

上信越自動車
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関越自動車
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建築物が木造の場合、以下のとおり建築物の

高さと軒の高さの差分の距離を緩和します。 


